
自主事業計画書 

施設名 横浜市南公会堂  

指定管理者名 (株)シグマコミュニケーションズ 

１ 事業概要 

事 業 名 
南公会堂リニューアル 10周年記念 

ブラザートムさんがやってくる！読み聞かせとコンサート 

実 施 時 期 2026/4/25 協 力 団 体 (株)ライブマップクリエイション 

実 施 場 所 
講堂 

（※必要に応じて図面及び面積がわかる資料を添付） 

事 業 内 容 読み聞かせとコンサート 

事業の目的 

南公会堂が移転してから 10年が経過することから、日頃よりご利用いただいている皆

様や地域の皆様に感謝の気持ちを込めて特別公演を実施。幅広い世代に楽しめるよう

なプログラムで、より多くの市民にご来館いただき、楽しいひと時を過ごしてもらう。 

成 果 目 標 

（自主事業の趣旨である施設の魅力やサービスの向上、地域活性化等の観点から目標を設定。  

例：事業への参加人数/参加者満足度/地域への効果 等） 

事業参加人数：300人 

参加者満足度：80％以上 

南公会堂の知名度をより向上させ、来館者の増加につなげる。 

２ 収支計画書 

収入 支出 

内容 金額 内容 金額 

チケット売上 600,000 円 出演料 450,000円 

ケータリング 15,000円 

広報 35,000円 

雑費 20,000円 

収支差額 

80,000円 

還元方法 

利用者ニーズに対応するための備品等の購入、建物・備品の修繕等 

※自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属しますが、公の施設で実施する事業であることを踏まえ、見込まれ

る利益の程度により、両者合意のもと、収益の一部を施設運営等に還元することも可能とします。



３ 横浜市記入欄 

留意事項 

自主事業の実施を承認します。 

自主事業実施には施設利用料の支払いが必要ですが、以下の条件にあてはまる自主事業の場合は、専ら施設の設置

目的の達成のために行われる事業と考えられるため、施設利用料の減免も可能とします。 

・ 無料又は実費相当額の参加料で実施される場合

・ 自主事業で出た収益をすべて指定管理収支に還元する場合（ただし、公の施設であるということを踏まえ、参

加費の設定は高額にならないように配慮すること。）



自主事業計画書 

施設名 横浜市南公会堂  

指定管理者名 (株)シグマコミュニケーションズ 

１ 事業概要 

事 業 名 南公会堂合唱団「South Choir」 

実 施 時 期 2026年 4月～3月（通年） 協 力 団 体 

実 施 場 所 
リハーサル室、講堂

（※必要に応じて図面及び面積がわかる資料を添付） 

事 業 内 容 
主に南区で活動されている先生方の監修のもと、公会堂独自に合唱団を結成。 

先生の指導の下、毎月 2回集まり、課題曲の練習を行う。 

事業の目的 

あらゆる区民が気軽に文化芸術に触れ、音楽を通して心豊かな時間を共有できる場を

創出することを目的とする。合唱活動を通じて、年齢や経験の有無を問わず誰もが主

体的に参加し、歌う喜びを分かち合える環境を整えることで、人と人とのつながりを

育み、支え合いと笑顔が広がる温かな地域コミュニティの形成を目指す。さらに、本

事業を継続的に実施することで、町の記憶として後世に受け継がれる文化を育み、地

域における文化活動の連鎖と発展につなげていく。 

成 果 目 標 

（自主事業の趣旨である施設の魅力やサービスの向上、地域活性化等の観点から目標を設定。  

例：事業への参加人数/参加者満足度/地域への効果 等） 

団員：30 人 

年 1回、講堂にて発表会実施。地域の文化活動の活性化を図る。 

２ 収支計画書 

収入 支出 

内容 金額 内容 金額 

受講料 780,000 円 講師料 418,000円 

発表会時ケータリング 5,000円 

広報 10,000円 

収支差額 

347,000円 

還元方法 

利用者ニーズに対応するための備品等の購入、建物・備品の修繕等 

※自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属しますが、公の施設で実施する事業であることを踏まえ、見込まれ

る利益の程度により、両者合意のもと、収益の一部を施設運営等に還元することも可能とします。



３ 横浜市記入欄 

留意事項 

自主事業の実施を承認します。 

自主事業実施には施設利用料の支払いが必要ですが、以下の条件にあてはまる自主事業の場合は、専ら施設の設置

目的の達成のために行われる事業と考えられるため、施設利用料の減免も可能とします。 

・ 無料又は実費相当額の参加料で実施される場合

・ 自主事業で出た収益をすべて指定管理収支に還元する場合（ただし、公の施設であるということを踏まえ、参

加費の設定は高額にならないように配慮すること。）



自主事業計画書 

施設名 横浜市南公会堂  

指定管理者名 (株)シグマコミュニケーションズ 

１ 事業概要 

事 業 名 映画上映会 

実 施 時 期 2026年 4月～3月（通年） 協 力 団 体 ベイシティエンタープライズ 

実 施 場 所 
講堂 

（※必要に応じて図面及び面積がわかる資料を添付） 

事 業 内 容 1・2か月に 1回程度、映画上映会を実施 

事業の目的 

利用予約の入っていない区分の講堂にて、空きスペースの有効活用の一環として実施。

講堂の良質な音響環境を活かし、映画上映会を実施。区民が身近な場所で文化芸術に

触れる機会を創出することを目的とする。施設の文化的機能の充実および利用促進を

通じて、地域に開かれた魅力ある施設づくりに寄与することを目指す。 

成 果 目 標 

（自主事業の趣旨である施設の魅力やサービスの向上、地域活性化等の観点から目標を設定。  

例：事業への参加人数/参加者満足度/地域への効果 等） 

参加者各回 100人以上 

空きスペースを活用することによる稼働率の向上。地域の方々にご来館いただくこと

で、知名度の向上を図り、公会堂をより身近に感じてもらう。 

２ 収支計画書 

収入 支出 

内容 金額 内容 金額 

売上（手数料） 144,000 円 

収支差額 

144,000円 

還元方法 

利用者ニーズに対応するための備品等の購入、建物・備品の修繕等 

※自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属しますが、公の施設で実施する事業であることを踏まえ、見込まれ

る利益の程度により、両者合意のもと、収益の一部を施設運営等に還元することも可能とします。



３ 横浜市記入欄 

留意事項 

自主事業の実施を承認します。 

自主事業実施には施設利用料の支払いが必要ですが、以下の条件にあてはまる自主事業の場合は、専ら施設の設置

目的の達成のために行われる事業と考えられるため、施設利用料の減免も可能とします。 

・ 無料又は実費相当額の参加料で実施される場合

・ 自主事業で出た収益をすべて指定管理収支に還元する場合（ただし、公の施設であるということを踏まえ、参

加費の設定は高額にならないように配慮すること。） 



自主事業計画書 

施設名 横浜市南公会堂  

指定管理者名 (株)シグマコミュニケーションズ 

１ 事業概要 

事 業 名 夏休みワークショップ 

実 施 時 期 2026年 8月 協 力 団 体 

実 施 場 所 
会議室１・２ 

（※必要に応じて図面及び面積がわかる資料を添付） 

事 業 内 容 子供向けのワークショップを実施 

事業の目的 

夏休み期間中に自由研究をテーマとしたワークショップを開催することで、子どもた

ちの主体的な学びと創造力の育成を図ることを目的とする。 

家庭や学校に加え「第三の学びの場」として、子どもたちの健全育成を支援するとと

もに、保護者を含めた地域交流の促進および施設の利用促進を図る。さらに、親子で

の体験を通じて生まれる思い出を町の記憶と結びつけることで、「文化のある町」とい

う地域イメージの醸成を目指す。 

成 果 目 標 

（自主事業の趣旨である施設の魅力やサービスの向上、地域活性化等の観点から目標を設定。  

例：事業への参加人数/参加者満足度/地域への効果 等） 

参加者 30人 

２ 収支計画書 

収入 支出 

内容 金額 内容 金額 

売上 54,000 円 材料費 49,000円 

広報 2,000円 

収支差額 

3,000円 

還元方法 

※自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属しますが、公の施設で実施する事業であることを踏まえ、見込まれ

る利益の程度により、両者合意のもと、収益の一部を施設運営等に還元することも可能とします。



３ 横浜市記入欄 

留意事項 

自主事業の実施を承認します。 

自主事業実施には施設利用料の支払いが必要ですが、以下の条件にあてはまる自主事業の場合は、専ら施設の設置

目的の達成のために行われる事業と考えられるため、施設利用料の減免も可能とします。 

・ 無料又は実費相当額の参加料で実施される場合

・ 自主事業で出た収益をすべて指定管理収支に還元する場合（ただし、公の施設であるということを踏まえ、参

加費の設定は高額にならないように配慮すること。） 



自主事業計画書 

施設名 横浜市南公会堂  

指定管理者名 (株)シグマコミュニケーションズ 

１ 事業概要 

事 業 名 ホールでピアノを弾こう！

実 施 時 期 2026年 4月～3月（6日間） 協 力 団 体 

実 施 場 所 
講堂 

（※必要に応じて図面及び面積がわかる資料を添付） 

事 業 内 容 講堂でピアノを自由に弾いていただく 

事業の目的 

講堂の空き日を活用し、参加者が講堂のピアノを演奏できる機会を提供することで、

講堂の稼働率向上及び施設の有効活用を図る。また、日常ではなかなか体験すること

のない本格的な舞台空間での演奏機会を創出することにより、音楽活動への意欲向上

や自己表現の場の拡充を促進する。 

本事業への参加をきっかけとして施設の魅力や設備への理解を深め、発表会や練習利

用など継続的な施設利用へとつなげることで、文化芸術活動の活性化および利用促進

を図る。 

成 果 目 標 

（自主事業の趣旨である施設の魅力やサービスの向上、地域活性化等の観点から目標を設定。  

例：事業への参加人数/参加者満足度/地域への効果 等） 

参加者 50人 

施設の PRを図り、継続利用につなげることで地域の文化活動の活性化を図る。 

２ 収支計画書 

収入 支出 

内容 金額 内容 金額 

売上 75,000 円 広報 10,000円 

収支差額 

65,000円 

還元方法 

利用者ニーズに対応するための備品等の購入、建物・備品の修繕等 

※自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属しますが、公の施設で実施する事業であることを踏まえ、見込まれ

る利益の程度により、両者合意のもと、収益の一部を施設運営等に還元することも可能とします。



３ 横浜市記入欄 

留意事項 

自主事業の実施を承認します。 

自主事業実施には施設利用料の支払いが必要ですが、以下の条件にあてはまる自主事業の場合は、専ら施設の設置

目的の達成のために行われる事業と考えられるため、施設利用料の減免も可能とします。 

・ 無料又は実費相当額の参加料で実施される場合

・ 自主事業で出た収益をすべて指定管理収支に還元する場合（ただし、公の施設であるということを踏まえ、参

加費の設定は高額にならないように配慮すること。） 



自主事業計画書 

施設名 横浜市南公会堂  

指定管理者名 (株)シグマコミュニケーションズ 

１ 事業概要 

事 業 名 新春みなみん寄席 

実 施 時 期 2027年 1月 協 力 団 体 

実 施 場 所 
講堂 

（※必要に応じて図面及び面積がわかる資料を添付） 

事 業 内 容 南区出身の落語家を中心に、知名度のある落語家も出演する落語会を実施。 

事業の目的 

本区において長年親しまれてきた演芸文化を継承・発展させる事業を展開する。あわ

せて来場者の回遊を促進し、周辺飲食店や商店街への人の流れを創出することで、南

区全体の賑わいと地域経済の活性化につなげる。文化が日常の中に根付き、多くの人

が集い交流する華やかなまちの実現を目指す。 

成 果 目 標 

（自主事業の趣旨である施設の魅力やサービスの向上、地域活性化等の観点から目標を設定。  

例：事業への参加人数/参加者満足度/地域への効果 等） 

事業参加人数：400人 

演芸の町として、文化を継承し街の活性化を図る。 

２ 収支計画書 

収入 支出 

内容 金額 内容 金額 

チケット売上 800,000 円 出演料 400,000円 

ケータリング 20,000円 

広報 40,000円 

雑費 20,000円 

収支差額 

320,000円 

還元方法 

利用者ニーズに対応するための備品等の購入、建物・備品の修繕等 

※自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属しますが、公の施設で実施する事業であることを踏まえ、見込まれ

る利益の程度により、両者合意のもと、収益の一部を施設運営等に還元することも可能とします。



３ 横浜市記入欄 

留意事項 

自主事業の実施を承認します。 

自主事業実施には施設利用料の支払いが必要ですが、以下の条件にあてはまる自主事業の場合は、専ら施設の設置

目的の達成のために行われる事業と考えられるため、施設利用料の減免も可能とします。 

・ 無料又は実費相当額の参加料で実施される場合

・ 自主事業で出た収益をすべて指定管理収支に還元する場合（ただし、公の施設であるということを踏まえ、参

加費の設定は高額にならないように配慮すること。） 



自主事業計画書 

施設名 横浜市南公会堂  

指定管理者名 (株)シグマコミュニケーションズ 

１ 事業概要 

事 業 名 絵本の読み聞かせ 

実 施 時 期 2026年 4月～3月（通年） 協 力 団 体 

実 施 場 所 
3号会議室 

（※必要に応じて図面及び面積がわかる資料を添付） 

事 業 内 容 1～2か月に 1回、子供向けに紙芝居や絵本の読み聞かせを実施。 

事業の目的 

稼働率の低い 3 号会議室を有効活用し、横浜市の「横浜市民の読書活動の推進に関す

る条例」の趣旨を踏まえ、子ども向けの読み聞かせイベントを無料で実施。読書の楽

しさに触れる機会を提供することで、子どもたちの想像力や言語力の向上を図るとと

もに、本への興味・関心を育み、家庭における読書習慣の定着を支援する。 

また、気軽に参加できる環境を整えることで、保護者同士の交流や地域内のつながり

を促進し、施設を「学びと交流の場」として位置付ける。これにより、施設の新たな

利用層の開拓および継続利用につなげ、稼働率の向上と地域に開かれた公共施設運営

の実現を目指す。 

成 果 目 標 

（自主事業の趣旨である施設の魅力やサービスの向上、地域活性化等の観点から目標を設定。  

例：事業への参加人数/参加者満足度/地域への効果 等） 

事業参加人数：60人 

3号会議室の稼働率向上 

２ 収支計画書 

収入 支出 

内容 金額 内容 金額 

収支差額 

0円 

還元方法 

利用者ニーズに対応するための備品等の購入、建物・備品の修繕等 

※自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属しますが、公の施設で実施する事業であることを踏まえ、見込まれ

る利益の程度により、両者合意のもと、収益の一部を施設運営等に還元することも可能とします。



３ 横浜市記入欄 

留意事項 

自主事業の実施を承認します。 

自主事業実施には施設利用料の支払いが必要ですが、以下の条件にあてはまる自主事業の場合は、専ら施設の設置

目的の達成のために行われる事業と考えられるため、施設利用料の減免も可能とします。 

・ 無料又は実費相当額の参加料で実施される場合

・ 自主事業で出た収益をすべて指定管理収支に還元する場合（ただし、公の施設であるということを踏まえ、参

加費の設定は高額にならないように配慮すること。） 


